
   

 
 
 
 
 
 
 

 

新型コロナウイルス感染症拡大下における 
病院関係者の労働条件の確保について要請しました 

 

滋賀労働局（局長 待鳥浩二）では、このたび、一般社団法人滋賀県病院協会に対

し、新型コロナウイルス感染症拡大下における病院関係者の労働条件の確保について要

請しました。 

滋賀県内において新型コロナウイルス感染症への感染者は増加傾向にあり、これに対

応する病院における労働環境も厳しさが増していることが懸念されるところです。 

一方、どのような社会状況においても法定労働条件は守られるべきものであり、特に

過重労働の防止については、医療従事者が健康で勤務を続けることにより必要な医療体

制を確保するためにも必要なことです。この点について、今一度、病院に対して注意を

喚起するため要請を行ったものです。 

また、医療従事者等仕事の関係で新型コロナウイルス感染症に罹患する可能性の高い

労働者に対して、利用者や地域住民からのいわれのない差別や嫌がらせがおきているこ

とから、滋賀労働局として医療従事者等の就労環境を守るという観点で、事業者に対し

てこのような事態への対応と滋賀県民に差別や嫌がらせを行わないよう、別紙２のとお

り広く呼びかけを行うものです。 

【要請文】 

  別紙１のとおり。 

【要請の様子】 

 令和２年８月 25 日、滋賀労働局長待鳥浩二が病院協会事務局に赴き、病院協会会

長石川浩三氏に要請書を手渡しました。 

 

 

【要請内容について】 

滋賀労働局労働基準部 

監 督 課 長 宮木 義博 

監察 監督 官 倉橋 隆成 

（電話）077－522－6649 

（夜間）077－510－0788 

【別紙コメントについて】 

滋賀労働局雇用環境・均等室 

  監 理 官  古川 英一 

  室  長 補 佐 水出 美加子 

（電話）077－523－1190 

（夜間）077－523－0024 

担 

当 

滋 賀 労 働 局 発 表 

令 和 ２ 年 ８ 月 ３ １ 日 

右が石川会長、左が待鳥労働局長 

要請内容を説明し、病院の現状につい

てお聞きました。 

画像データご希望の場合は miyaki-yoshihiro@mhlw.go.jp までご連絡ください。 

mailto:miyaki-yoshihiro@mhlw.go.jp




〇事業主が労働局としても、顧客等からの事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動

に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（抜粋） 

（令和２年厚生労働省告示第５号） 

（令和２年６月１日適用時点） 

 

７ 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑

行為に関し行うことが望ましい取組の内容 

 

事業主は、取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主（その者が法人である場

合にあっては、その役員）からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為（暴行、脅迫、

ひどい暴言、著しく不当な要求等）により、その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよ

う、雇用管理上の配慮として、例えば、⑴及び⑵の取組を行うことが望ましい。また、⑶のような取

組を行うことも、その雇用する労働者が被害を受けることを防止する上で有効と考えられる。 

(1) 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

事業主は、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい

迷惑行為に関する労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応する

ために必要な体制の整備として、４(2)イ及びロの例も参考にしつつ、次の取組を行うことが望ま

しい。 

また、併せて、労働者が当該相談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行っ

てはならない旨を定め、労働者に周知・啓発することが望ましい。 

イ 相談先（上司、職場内の担当者等）をあらかじめ定め、これを労働者に周知すること。 

ロ イの相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 

(2) 被害者への配慮のための取組 

事業主は、相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハ

ラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配

慮のための取組を行うことが望ましい。 

（被害者への配慮のための取組例） 

事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を

行った者に対する対応が必要な場合に一人で対応させない等の取組を行うこと。 

(3) 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に

よる被害を防止するための取組 

(1)及び(2)の取組のほか、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客

等からの著しい迷惑行為からその雇用する労働者が被害を受けることを防止する上では、事業

主が、こうした行為への対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等の取組を行うことも有効

と考えられる。 

また、業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種・

業態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組

を進めることも、被害の防止に当たっては効果的と考えられる。 



滋賀県内の事業者の皆さん、そして滋賀県内で働き、生活する皆さんへ 

 

 滋賀県内での新型コロナウイルス感染症患者は増加し続けています。 

 滋賀県内の事業者の皆さん、そして、滋賀県内で働き、生活する皆さんが、懸命に

感染拡大防止のために、会社や生活の場所で様々な対策を講じておられていること

に対して、敬意を表します。 

 そのうえで、労働局としては、今後とも事業者の皆さんや滋賀県内で働き、生活する

皆さんに対して、引き続き万全の感染防止対策を講じられることをお願いするとともに、

新型コロナウイルス感染症に関連して職場や地域で労働者に対するハラスメント行

為が行われないよう、必要な対応を取るようお願いします。 

具体的には、事業者の皆さんには 

・ 利用者やお客様等からハラスメント行為を受けた労働者に対する相談対応等を

充実させるとともに、お客様からのハラスメント行為に組織的に対応するための

マニュアルなどを整備すること 

・ 利用者やお客様等からのハラスメントが発生した場合には、適切かつ迅速な対

応を行うこと 

をお願いします。 

なお、これらについては、今年の 6 月 1 日より施行された改正労働施策総合推進

法に基づく指針においてパワーハラスメントに対する望ましい措置として事業主に求

められている内容でもあります。 

また、滋賀県内で働き、生活する皆さんには、新型コロナウイルスへの感染リスク

を抱える中で、人々の暮らしを支えるために働いている、医療関係者、介護関係者、

卸小売関係者、運輸関係者などへのいわれのない差別や嫌がらせといったハラスメ

ント行為を行わないよう、彼ら彼女らの働く環境が悪化することがないよう冷静な行動

や言動に心がけるよう、お願いします。 

 

令和 2 年 8 月 31 日 

 滋賀労働局長 待鳥 浩二 

 

miyakiy
フリーテキスト
別紙　２　




